
り
を
論
ぜ
ら
れ
け
り
。

の
二
0
年
以
上
前
に
さ
か
の
ぽ
る
。

『
無
名
抄
』

『
無
名
抄
』
所
収
「
貫
之
射
恒
勝
劣
」
の
話
は
、
長
明
の
和
歌
の
師
で
あ
る
俊
恵
の
回
想
を
記
し
留
め
た
も
の
で
、
舞
台
年
時
は
長
明
誕
生

俊
恵
法
師
語
云
、

三
条
の
大
相
国
ひ
ゐ
の
別
当
と
き
こ
え
け
る
と
き
、

二
条
の
帥
と
ふ
た
り
の
人
、
み
つ
ね
、

と
、
語
り
始
め
ら
れ
る
話
の
主
題
は
、

二
条
の
帥
な
る
人
物
と
三
条
の
大
相
国
藤
原
実
行
と
の

二
人
に
よ
る
貫
之
射
恒
優
劣
論
で
あ
る
。
二
条

の
帥
は
貫
之
を
、
実
行
は
射
恒
を
支
持
し
、
論
争
を
続
け
る
が
容
易
に
決
着
し
な
い
。
そ
の
た
め
二
条
の
帥
は
白
河
院
に
判
断
を
伺
う
が
、
院

も
ま
た
優
劣
を
つ
け
ら
れ
ず
、
俊
頼
に
判
断
を
委
ね
る
。
二
、
三
日
後
や
っ
て
き
た
俊
頼
は
、
射
恒
を
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
と
射
恒
を
支
持
す

る
見
解
を
示
し
、
優
劣
論
は
実
行
の
勝
利
で
一
応
の
決
着
を
み
る
と
い
う
の
が
こ
の
話
の
概
要
で
、
結
語
は
、

「
貫
之
射
恒
勝
劣
」

大

貫

正

皓

に
お
け
る
二
条
の
帥

つ
ら
ゆ
き
が
を
と
り
ま
さ
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簗
瀬
の
旧
注

〔簗
瀬
全
集
〕
は
藤
原
長
実
、
そ
れ
以
降
は

る。 て
は
い
ま
だ
定
説
を
み
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
、
み
つ
ね
が
よ
み
く
ち
、

ふ
か
く
お
も
ひ
い
れ
た
る
方
は
、
又
た
ぐ
ひ
な
き
物
な
り
と
ぞ
。

〔簗
瀬
全
講
〕
に
お
い
て
は
俊
忠

と
、
射
恒
の
歌
オ
を
褒
め
称
え
、

『古
今
和
歌
集
』
の
時
代
の
歌
人
と
し
て
は
別
格
の
扱
い
で
あ
る
貫
之
以
上
の
評
価
を
見
出
そ
う
と
す
る
よ

一
見
す
る
と
こ
の
話
は
、
歌
人
射
恒
を
再
評
価
す
る
と
い
う
歌
論
ら
し
い
体
裁
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
人
物
に
注
意
を

払
つ
と
、
な
お
も
検
討
す
る
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
貫
之
を
支
持
し
、
優
劣
論
で
敗
れ
る
二
条
の
帥
が
、
史
実
上
の
誰
で
あ
る
の
か
に
つ
い

校
注
の

『
歌
論
歌
学
集
成

(l
)
 

本
段
の

二
条
の
帥
に
つ
い
て
見
解
を
示
し
た
文
献
は
、
簗
瀬

一
雄
の

『
校
註
鴨
長
明
全
集
』
（
以
後

〔簗
瀬
全
集
〕）
、
久
松
潜

一
校
注
の

(2
)

(

3

)

 

『
日
本
古
典
文
学
大
系
65

歌
論
集
能
楽
論
集
』
（
以
後
、

〔大
系
〕）
、
細
野
哲
雄
氏
校
注
の

『
日
本
古
典
全
書
方
丈
記
』（
以
後
、

〔
全
書
〕
）
、

(

4

)

(

5

)

 

旧
著
を
改
め
た
簗
瀬

一
雄
の

『無
名
抄
全
講
」
（
以
後
、
〔
簗
瀬
全
講
〕）
、
高
橋
和
彦
氏
の

『
無
名
抄
全
解
』
（
以
後
、
〔全
解
〕）
、
小
林

一
彦
氏

(
6
)
 

第
七
巻
』（
以
後
、

〔歌
論
歌
学
集
成
〕
）
な
ど
が
あ
り
、

二
条
の
帥
に
つ
い
て
の
諸
説
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
な

藤
原
長
実
ー

〔
簗
瀬
全
集
〕

藤
原
俊
忠
ー

〔大
系
〕
ヽ
〔全
書
〕、
〔
簗
瀬
全
講
〕
、
〔全
解
〕
、
〔歌
論
歌
学
集
成
〕

俊
忠
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
簗
瀬
に
至
っ
て
は
旧
著

〔簗
瀬
全
集
〕

に
改
め
て
い
る
。
俊
忠
は
俊
成
の
父
で
、
歌
人
と
し
て
は
御
子
左
家
に
、
長
実
は
顕
季
の
子
で
六
条
家
に
属
す
る
。

う
な
ま
と
め
か
た
を
し
て
い
る
。

〔大
系
〕
ヽ

〔全
書
〕、
〔簗
瀬
全
講
〕
、
〔全
解
〕
、
〔歌
論
歌
学
集
成
〕

で
長
実
と
し
て
い
た
も
の
を
、
後
年
の

み
な
、
藤
原
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天 天 保 保
治 浩 安 安

フ 四

＾ ＾ 
ヘ

＾ 乳

五 四
ヽ ヽ '--' ヽ

46 45 44 43 実
行

51 50 悶
51 50 49 48 星

＆ 
71 70 69 68 鱈
73 72 71 70 白

河

13 12 11 10 麿

面非
右衛賛門ニ一三位シ権納言中二一月七＝違 実

彗 行

日 従^ 日
当検I

七

見 式大 転 -三位-権納言中二一月
麿日

酋^盃権帥 一 七
塁

唇元日 盆日

九

也季卿養三位見ハ兼大式 二月
譲 修 従二 位
之理 三月

嘉て日 ニ 大同位 二 長

子顕， 服 Q従O 夫父、日議非参 一日
実

父解日 況

依実ヘ従ニ也
卿

贋

麿

人
の
年
齢
、
位
官
状
況
を
参
考
ま
で
に
表
と
し
て
次
に
示
す
。

―
二
月
二
0
日
か
ら
大
治
五
年

(-―

三
0
)

間
内
で
、
俊
忠
は
保
安
三
年
(
-
ー

ニ
ニ
）

本
段
は
冒
頭
に
「
三
条
の
大
相
国
ひ
ゐ
の
別
当
と
き
こ
え
け
る
と
き
」
と
あ
り
、
舞
台
年
時
規
定
が
可
能
な
内
容
で、

『
公
卿
補
任
』
に
よ

れ
ば
、

三
条
右
大
臣
実
行
が
検
非
違
使
別
当
で
あ
っ
た
の
は
保
安
三
年

(
-
―
二
二
）

か
ら
天
承
元
年

（
―
-
三
一
）

保
安
四
年

(
-
―
二
三
）

の
間
と
な
り
、

そ
の
期

―
二
月
ニ
―

日
か
ら
斃
去
の
翌
保
安
四
年

(
-
―
二
三
）

七
月
九
日
ま
で
太
宰
権
帥
に
、
長
実
は

1
0月
五
日
に
権
中
納
言
任
官
ま
で
大
弐
に
あ
っ
た
。
年
代
及
び
各
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※
位
官
状
況
は

『
公
卿
補
任
」

を参照。
長 長 天 大 大 大 大 大
承 承 丞 贋 治 治 治 治

元 冗 四 元

＾ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ 

む ～ ， 八 七 /‘ 
ヽ - ツ ツ ‘-ノツ

54 53 52 51 50 49 48 47 

59 58 57 56 55 54 53 52 

75 74 73 72 

77 76 75 74 

21 20 19 18 17 16 15 14' 

五

正三 三位権大 二月辞す検非喜見
位ニ七ツ言納 三―酋 日

日
従^日二包別当

八 正 四 正 正

一月九 兼宰合太 月二九 つ-権誓中〇月 従^五月
月 顕盛 ＾修月

従：：：： 理―
の五 三 日 四 位大 九

日 日 匝年 日 彗 日 ッ夫 日

は
塁 包

譲止
男む

木＾ニ
工従奮月
頭ヽ四

位
上
即`． 
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(
8
)
 

二
条
の
呼
称
に
関
し
て
は
、
俊
忠
は
本
人
の
自
撰
と
さ
れ
る
書
陵
部
蔵
『
帥
中
納
言
俊
忠
集
』
（
五

0
1
・
三
七
）
に
、

正
月
廿
日
頃
、
雪
ふ
り
た
り
し
朝
に
、
二
条
家
の
梅
を
折
て
、
俊
頼
朝
臣
の
も
と
に
や
り
し

さ
き
そ
む
る
梅
の
た
ち
え
に
ふ
る
ゆ
き
の
か
さ
な
る
か
ず
を
と
へ
と
こ
そ
お
も
へ

と
、
早
朝
二
条
の
邸
宅
で
梅
を
折
り
歌
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
や
、
「
二
条
家
に
て
、
十
首
の
恋
歌
人
／
＼
に
よ
ま
せ
し
時
」
と
い
う
詞
書
で
占

(
9
)
 

恋、

誓
恋
な
ど
一

〇
首
、
人
々
に
詠
ま
せ
た
恋
歌
が
家
集
に
載
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

二
条
に
邸
宅
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
後

述
す
る
『
散
木
奇
歌
集
』
に
お
い
て
も

「二
条
帥
俊
忠
」
と
称
さ
れ
、
俊
忠
の
自
邸
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
長
実
は
、

『尊
卑
分
脈
』

に
は
号
八
条
と
あ
り
、
邸
宅
は
八
条
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
邸
宅
は
藤
原
宗
忠
の
日
記

『中
右
記
』
永
長
元
年

(1
0
九
六
）

と
に
な
る

。
当
時
俊
忠
は
五
〇
、
五
一
歳
、
長
実
は
四
八
—
五
五
歳

。

舞
台
年
時
は
先
述
し
た
よ
う
に
実
行
検
非
違
使
別
当
の
保
安
三
年
(
-
―

二
二
）

か
ら
天
承
元
年

（
―
-
三
一
）

の
間
と
な
る
が
、
さ
ら
に
本

話
登
場
人
物
の
俊
頼
、
白
河
院
の
生
前
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
大
治
五
年
以
前
と
絞
ら
れ
る
。

(
―
―
―
三
一
）
七
月
に
斃
じ
て
お
り
、
俊
忠
と
推
定
し
た
場
合
、
舞
台
年
時
は
保
安
―
―
一
年
(
-
―
二
二
）
十
二
月
ニ
―
日
（
実
行
検
非
違
使
別

当
任
官
日
）
か
ら
、
翌
四
年
(
-
―
二
三
）
七
月
の
俊
忠
斃
去
ま
で
の
約
半
年
間
に
限
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
期
間
の
内
、
俊
忠
は
保
安
四
年

な
お
、
俊
忠
の
任
官
職
は
太
宰
権
帥
、
長
実
は
大
弐
で
あ
り
、
同
じ
太
宰
府
の
役
職
で
あ
り
な
が
ら
厳
密
に
は
二
者
の
役
職
は
異
な
る
が
、

和
田
英
松
は
「
権
帥
の
こ
と
を
、
た
だ
帥
と
も
い
い
、
ま
た
大
弐
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
『
大
鏡
』

『
栄
華
物
語
』
に
、
権
帥
藤
原
隆

家
を
大
弐
と
か
き
、

『
落
窪
物
語
』
に
も
、
帥
を
大
弐
と
か
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。（
中
略
）
権
帥
が
あ
っ
た
と
き
は
大
弐
を
欠
員
と
し
、
大
弐

が
あ
っ
た
と
き
（
親
王
が
帥
の
と
き
）
は
権
帥
を
置
か
な
い
の
で
、
吏
務
は
権
帥
か
大
弐
か
の

一
人
で
と
っ
て
い
て
、
こ
の
両
職
が
長
官
で
あ

(
7
)
 

る
か
ら
名
称
を
混
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
大
弐
と
あ
っ
て
も
帥
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
検
討
さ
れ
て
い
る
。
大
弐
で
あ
っ

た
長
実
も
帥
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
、
舞
台
年
時
期
間
内
に
帥
と
称
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
者
が
俊
忠
、
長
実
と
二
者
出
て
く
る
こ

（七

・
俊
忠
）
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と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
。
最
も
言
及
さ
れ
る
の
は
俊
忠
説
と
す
る

あ
る
。

と
、
顕
季
の
八
条
邸
を
御
所
と
し
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ
、

（
今
夕
、
法
皇
顕
季
朝
臣
八
条
宅
に
御
幸
す
云
々
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も

と
は
長
実
の
父
顕
季

(
1
0五
五
I

―
―
二
三
）
の
所
有
で
あ
っ
た
。
白
河
天
皇
は
出
家
し
、
法
皇
と
な
っ
て
か
ら
は
、

『中
右
記
』
承
徳
元

年

(
1
0九
七
）
七
月
ニ

―
H
条
に

「未
時
許
着
束
帯
先
参
法
王
御
所
、
知
」
（
未
の
時
ば
か
り
に
束
帯
を
着
、
先
づ
法
王
御
所
に
参
る
。
知）

そ
れ
が
息
子
長
実
に
伝
領
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
時
期
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、

『
殿
暦
』
天
仁
二
年
四
月
二
0
日
条
に
「
水
生
気
方
水
也
、
遣
出
納
取
播
磨
守
長
実
朝
臣
八
条
泉
水
也
（
水
は
生
気
の

方
の
水
な
り
、
出
納
を
遣
り
、
播
磨
守
長
実
朝
臣
の
八
条
の
泉
水
を
取
る
な
り
）
」
と
、
八
条
は
長
実
の
邸
宅
と
称
さ
れ
て
お
り
、
父
生
前
の

内
に
既
に
伝
領
が
あ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
す
る
一
一
条
の
邸
宅
に
つ
い
て
は
、

『中
右
記
』
天
仁
元
年
(
―

1
0
八
）
八
月
二

一
日
条
に
、
「
今
夕
上
皇
遷
御
播
磨
守
長
実
朝
臣
大
炊
御
門
万
里
小
路
（
今
夕
、
上
皇
、
播
磨
守
長
実
朝
臣
の
大
炊
御
門
万
里
小
路
に
遷
御
）
」

と
あ
り
、
こ
の
大
炊
御
門
万
里
小
路
の
邸
宅
は
二
条
通
り
に
位
置
づ
き
、

『拾
芥
抄
」
附
載
の
東
西
京
図
に
も
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
藤
原
忠

実
の
日
記

『
殿
暦
』
永
久
五
年

(
-
―
―

七
）
八
月
六
日
条
に
は
「
天
晴
、
院
御
所
、
大
炊
御
門
万
里
小
路
伊
与
長
実
宅
、
此
両
三
年
為
院
御

所
召
券
文
云
々

（
天
晴
れ
、
院
の
御
所
、
大
炊
御
門
万
里
小
路
伊
与
長
実
の
宅
、
此
の
両
三
年
院
の
御
所
と
為
し
、
券
文
を
召
す
と
云
々
）
」

と
、
永
久
五
年
の
前
後
三
年
間
は
長
実
の

一
一
条
邸
が
白
河
院
の
御
所
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
父
よ
り
八
条
邸
を
伝
領
さ
れ
て
い

な
が
ら
も
、

二
条
に
邸
宅
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
わ
か
る
。
後
述
に
な
る
が
、
後
年
の
説
話
に
お
い
て
長
実
は
二
条
の
帥
と
称
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
呼
称
の
要
因
は
こ
の
二
条
邸
に
よ
っ
て
い
よ
う
。
舞
台
年
時
周
辺
の
期
間
は
、
八
条
、

一
一
条
両
邸
宅
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

長
実
、
俊
忠
と
す
る
諸
説
の
見
解
に
つ
い
て
は
既
に
確
認
し
た
が
、

九
月

一
八
日
条
に
、

「今
夕
法
皇
御
幸
顕
季
朝
臣
八
条
宅
云
々

そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
校
注
書
と
い
う
本
の
性
格
も
あ
り
詳
述
は
ほ

〔大
系
〕
で
、
頭
注
で
「
藤
原
俊
忠
の
こ
と
か
。
俊
忠
は
長
家
流
、
大
納
言

忠
家
の
男
。
従
三
位
権
中
納
言
に
至
る
。
保
安
三
年
太
宰
権
帥
に
転
じ
二
条
帥
と
称
さ
れ
た
が
同
四
年
（

―
-
―
-三
）
没
、
五
十
三
歳
。」

と
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大
弐
長
実
卿
の
八
条
家
に
て
、
海
辺
震
を
よ
め
る

中
納
言
俊
忠
の
所
に
て
、
草
花
露
重
と
い
へ
る
事
を

二
条
帥
俊
忠
の
も
と
よ
り
、

雪
朝
に
お
く
り
た
り
け
る

ち
否
定
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

〔大
系
〕
を
は
じ
め
、

〔
全
書
〕
、

類
従
本
は

「二
条
の
帥
」
に
「
長
実
」
と
注
す
る
。
長
実
は
藤
原
氏
末
茂
流
、
修
理
大
夫
顕
季
の
男
。
正
三
位
権
中
納
言
に
至
る
。
長
承

二
年
(
-
―
三
三
）
太
宰
権
帥
を
兼
ね
た
が
同
年
没
、
五
十
九
歳
。
没
後
左
大
臣
を
贈
授
さ
れ
、
八
条
贈
左
大
臣
と
い
う
。
金
葉
集
初
出
。

続
古
事
談
、
五
に
「
二
条
の
帥
長
実
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
類
従
本
の
注
も
全
く
根
拠
の
無
い
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
が
、
本
段
の
主
人

公
と
も
い
う
べ
き
俊
頼
の
散
木
奇
歌
集
で
俊
忠
を

「二
条
帥
俊
忠
」
、
長
実
を

「大
弐
長
実
卿
」
と
記
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
段
の

「二
条
の
帥
」
は

一
応
俊
忠
と
考
え
る
。
こ
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
話
は
保
安
―
二
年

(
-
―
ニ
―
-
）

十
二
月
二
十

一
日
（
実
行
の
任
検

非
違
使
別
当
）
よ
り
同
四
年
七
月
九
日
（
俊
忠
没
）
ま
で
の
こ
と
と
な
る
。
但
し
、
当
時
の
歌
壇
情
況
を
考
慮
す
る
と
長
実
説
も
あ
な
が

と
さ
れ
、
俊
忠
説
を
採
り
な
が
ら
も
、
長
実
説
の
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
俊
忠
説
は
右
に
挙
げ
た

〔簗
瀬
全
講
〕
、
〔全
解
〕、
〔歌
論
歌
学
集
成
〕
と
現
代
に
至
る
ま
で
の
多
く
の
著
書
が
推
定
し
て
お
り
、

に
書
陵
部
蔵

『散
木
奇
歌
集
』（
五

0
I
 

・
七
二
三
）
に
お
い
て
俊
忠
が
、

咲
そ
む
る
梅
の
た
ち
え
に
ふ
る
雪
は
か
さ
な
る
数
を
と
へ
と
こ
そ
思
へ

（第

一
・
春

・
五
七

・
俊
頼
）

秋
は
き
も
露
も
し
が
ら
み
か
け
て
け
り
い
く
し
ほ
庭
を
そ
め
か
へ
す
ら
ん

（
第
三
・

秋
•

四
0
五
・

俊
頼
）

と
、
中
納
言
と
も
あ
る
が
二
条
帥
と
も
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
拠
ろ
う
。
同
書
は
ま
た
、

そ
の
理
由
は

春
霞
た
な
び
く
う
ら
は
み
つ
し
ほ
に
い
そ
こ
す
浪
の
を
と
の
み
ぞ
す
る
（
第
一

・
春

・
―
-

．
俊
頼
）

し
、
長
く
な
る
が
補
注
で
は
、

〔大
系
〕
が
示
す
よ
う
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(10
)

(

11
)
 

と
、
長
実
に
つ
い
て
は
役
職
呼
称
を
大
弐
と
書
き
分
け
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
『
散
木
奇
歌
集
』
の
成
立
時
期
は
、
関
根
慶
子
氏
、
平
野

(12
)
 

由
紀
子
氏
が
大
治
三
年

(
―
―
二
八
）
前
後
頃
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
お
り
、
俊
忠
の
太
宰
権
帥
任
官
は
保
安
三
年
(
-
―

二
二
）

日
か
ら
没
年
ま
で
で
、
ま
た
、
権
中
納
言
任
官
は
保
安
三
年
(
-
―
二
二
）

年
(
-
―
二
三
）
七
月
で
、
『
散
木
奇
歌
集
』
成
立
以
前
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
表
記
は
最
終
官
職
の
可
能
性
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
歌
の

詠
ま
れ
た
当
時
は
生
前
に
お
け
る
任
官
で
あ
っ
た
も
の
が
、
亡
く
な
っ
た
た
め
最
終
官
職
と
も
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
話
に
登
場
し
て
い

て
、
な
お
か
つ
長
明
の
和
歌
の
師
に
あ
た
る
俊
恵
の
父
俊
頼
の
自
撰
家
集
に
二
条
の
帥
と
登
場
し
て
い
る
の
は
、
本
話
舞
台
年
時
か
ら
時
期
も

近
く
、
本
話
二
条
の
帥
が
俊
忠
で
あ
る
可
能
性
を
高
め
る
資
料
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
に
く
く
、
諸
注
の
多
く
が
俊
忠
を
支
持
す
る
の
も
理
解

さ
れ
る
。
〔
簗
瀬
全
講
〕
が
旧
注
の
長
実
説
を
改
め
俊
忠
と
し
た
理
由
も
、
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
群
書
類
従
本
が
長
実
と
注
記
し
、

二
条
の
帥
長
実
説
を
示
唆
し
て
い
た
こ
と
も
、
単
な
る
憶
測
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
舞
台
年
時
か
ら
は
八

0
年
以
上
時
期
の
下
る

『古
事
談
』、
『＋
訓
抄
』
、
『
古
今
著
聞
集
』
に
は
、
長
実
が
、
伊
成
、
弘
光
と
い
う
二

人
の
相
撲
人
に
私
的
な
取
り
組
み
を
行
わ
せ
、
敗
れ
た
弘
光
が
出
家
を
す
る
事
件
に
発
展
し
て
し
ま
い
、

実
を
と
が
め
、
出
仕
を
停
止
し
て
し
ま
う
話
が
載
る
が
、
各
説
話
に
お
け
る
長
実
の
呼
称
を
確
認
す
る
と
、
『
古
事
談
』
で
は

「二
条
の
帥
」
、

『十
訓
抄
』
で
は

「帥
中
納
言
長
実
」
、
『
古
今
著
聞
集
』
で
は

「帥
中
納
言
長
実
卿
」
と
あ
り
、
建
暦
二
年

(
―
ニ
―
二
）

か
ら
、
建
保
三
年

（
ご
二

五
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
、
こ
の
中
で
は
最
も
成
立
時
期
の
は
や
い
『
古
事
談
』
が
長
実
を
二
条
の
帥
と
示
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

『
続
古
事
談
』
第
五
諸
道
、

―
二
月
ニ―

そ
の
こ
と
を
聞
い
た
白
河
法
皇
が
長

一
話
で
も

「二
条
の
帥
長
実」

と
称
さ
れ
て
い
る
。
後
年
の
説
話
で
は
あ
る
も
の
の
、

長
実
が
二
条
の
帥
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
本
段
の

二
条
の
帥
で
あ
る
可
能
性
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

―
二
月
一
七
日
か
ら
没
年
ま
で
と
な
り
、
俊
忠
の
没
年
は
保
安
四
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て
い
な
い
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
本
話
の

二
条
の
帥
に
つ
い
て
は
、
俊
忠
説
、
長
実
説
が
共
に
存
す
る
の
が
現
状
と
い
え
る
が
、
こ
こ
か
ら
呼
称
の
点
を

『無
名
抄
』
成
立
以
前
、
及
び
、
同
時
期
に
成
っ
た
俊
忠
、
長
実
を
登
場
さ
せ
て
い
る
説
話
作
品
に
注
目
し
、
そ
の
呼
称
を
確
認
し
て
み
た

(13) 
い
。
長
実
は
『
古
事
談
』
、

『続
古
事
談
』
、

『十
訓
抄
』
、
『
古
今
著
聞
集
』
に
、
俊
忠
は

『古
事
談
』
、

『
撰
集
抄
』
に
登
場
が
確
認
さ
れ
る
。

長
実
は
ま
ず
、

『
古
事
談
』
巻
一
ー
八
三
に
「
因
幡
守
長
実
」
と
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
呼
称
は
、
「
永
長
元
年
の
大
田
楽
の
事
」
と
舞
台
年

時
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
拠
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
話
の
出
典
は
未
詳
で
あ
る
。
永
長
元
年

(1
0
九
六
）
時
の
在
官
時
に
お
け
る
呼
称
（
以

後
、
在
官
時
呼
称
）
と
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
巻
ニ
ー
四
五
は

「二
条
帥
長
実
」
と
あ
り
、
特
に
舞
台
年
時
は
記
さ
れ
ず
、
出
典
も
明
ら
か
で

な
い
。
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
長
実
は
没
年
の
長
承
二
年

(
-
―
三
三
）

正
月
に
太
宰
権
帥
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
没
年
時
に
お
け

る
呼
称

（以
後
、
没
年
時
呼
称
）
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
長
実
は
、
保
安
四
年

(
-
―
二
三
）

先
述
の
よ
う
に
大
弐
を
帥
と
も
、
帥
を
大
弐
と
も
言
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
こ
こ
は
時
期
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
在
官
時
呼
称
の

可
能
性
も
残
る
こ
と
に
な
る
。
続
い
て
巻
ニ
ー
八

一
は
参
議
に
任
じ
ら
れ
た
四
人
の
う
ち
の

一
人
と
し
て

「長
実
中
将
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は

「大
治
五
年
十
月
五
日
」
と
舞
台
年
時
が
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は

『中
右
記
』
大
治
五
年
（

―
-
三
0
)

あ
り
出
典
も
確
認
さ
れ
、
官
職
も
適
合
す
る
か
ら
、
在
官
時
呼
称
に
な
る
。
続
く
巻
六
ー
七
一
は
、
先
に
見
た
相
撲
の
話
で
、
呼
称
は

「二
条

の
帥
」
と
あ
る
。
舞
台
年
時
は

「相
撲
節
以
後
」
と
あ
り
、
定
か
で
は
な
い
。
但
し
『
殿
暦
』
永
久
四
年

(
-
―
―

六
）
九
月
四
日
条
に
同
様

の
話
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
時
期
が
舞
台
年
時
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
期
長
実
は
正
四
位
下
伊
予
守
で
、
太
宰
大
弐
及
び
権
帥
に
は
な
っ

つ
ま
り
、
こ
こ
で

『
古
事
談
』
は
、
舞
台
年
時
と
な
る
永
久
四
年

(
-
―
―

六
）
九
月
四
日
に
お
け
る
在
官
時
呼
称
を
用
い
て
い

問
題
に
し
、
両
者
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

-
0月
五
日
に
も
記
録
が

―
二
月
よ
り
、
太
宰
大
弐
の
職
に
あ
り
、
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に
既
に
死
去
し
て
い
る
。

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と

「
一
一
条
の
帥
」
と
は
何
を
意
味
す
る
呼
称
か
が
問
題
と
な
る
が
、
長
実
は
没
年
の
長
承
二
年
（
―

-
三
三
）

正
月
に
太
宰
権
帥
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、

保
安
四
年

(-―

二
三
）

そ
こ
か
ら
推
せ
ば
こ
の
呼
称
は
、
長
実
の
没
年
時
呼
称
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
続
い
て

『
続
古
事
談
』

第
五
ー

一
に
は

「二
条
の
帥
長
実
」
と
見
え
る
。
舞
台
年
時
は
記
さ
れ
な
い
が
、
源
師
時
の
日
記

『長
秋
記
』
大
治
五
年
（

―
-
三

0
)

月

一
日
条
に
こ
の
話
の
原
話
と
見
ら
れ
る
話
が
あ
り
、

そ
の
時
期
が
舞
台
年
時
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
大
治
五
年

（
―
-
三

0
)
時
、
長
実
は

―
二
月
に
任
官
し
た
大
弐
は
任
期
満
了
で
特
替
と
な
っ
て
お
り
、
権
帥
任
官
も
長
承
二
年
（
―
-
三
三
）

で
あ
る
か
ら
、

「二
条
の
帥
」
は
在
官
時
呼
称
に
は
な
り
え
な
い
。

そ
う
な
る
と
こ
こ
も
、

れ
る
。
続
い
て
『
十
訓
抄
』
上
巻
三
ノ

一
0
に
は
「
帥
中
納
言
長
実
」
と
あ
る
。
舞
台
年
時
は

「鳥
羽
院
の
御
代
、
相
撲
節
の
後
」
と、

『古

事
談
』
巻
六
ー
七

一
と
同
類
話
で
、
こ
こ
も
呼
称

「帥
中
納
言」

は
在
官
時
呼
称
と
は
な
ら
ず
、
没
年
時
呼
称
と
な
ろ
う
。
上
巻
四
ノ
三
は

「
長
実
」

と
実
名
で
載
る
。
話
の
出
典
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
下
巻
九
ノ
八
に
は

「参
議
長
実
」
と
あ
り
、
こ
れ
は

「大
治
五
年
十
月

五
日
の
除
目
に
」
と
舞
台
年
時
が
記
さ
れ
て
お
り
、
出
典
も
先
ほ
ど
の
『
古
事
談
』
ニ
ー
八

一
と
同
じ
く

『
中
右
記
』
大
治
五
年
（

―
-
三

0
)

1
0月
五
日
で
、
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
在
官
時
呼
称
に
な
る
。
ま
た

『古
今
著
聞
集
』
巻
五
ー

一
六
七
は
「
参
議
長
実
」
と
あ
り
、
こ
れ

は
『
古
事
談
』

ニ
ー
八

一
、
『十
訓
抄
』
下
巻
九
ノ
八
と
同
類
話
で
、

や
は
り
在
官
時
呼
称
と
な
ろ
う
。
続
く
巻

一
O
I三
八
二
は

「帥
中
納

言
長
実
」

と
あ
り
、
舞
台
年
時
は

「烏
羽
院
の
御
代
、
相
撲
節
の
後
」
と、

『古
事
談
』
巻
六
ー
七

一
、
『十
訓
抄
』
上
巻
三
ノ

一
0
と
同
類
話
。

呼
称

「帥
中
納
言」

は
在
官
時
呼
称
と
は
な
ら
ず
、
没
年
時
呼
称
と
な
ろ
う
。

で
ま
だ
先

そ
の
呼
称
は
長
実
の
没
年
時
呼
称
に
な
る
と
思
わ

次
に
俊
忠
は
、
『
古
事
談
』
巻
一

ー
八
七
に

「俊
忠
」
、
巻
ニ
ー
八
六
に
は

「俊
忠
卿
」
と
、
実
名
で
載
る
。
話
の
典
拠
は
不
詳
。
続
い
て

『
撰
集
抄
』
で
は
、
ま
ず
巻
ニ
ー
八
話
に

「
冷
泉
中
納
言
俊
忠
」
と
あ
る
。
話
の
舞
台
年
時
は
不
詳
。
こ
の
話
で
俊
忠
と
歌
合
を
す
る
成
通
は

「侍
従
大
納
言」

と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
成
通
が
大
納
言
に
な
る
の
は
久
安
五
年

（
―
-
四
九
）
。
と
こ
ろ
が
俊
忠
は
保
安
四
年
(
-
―
二
三
）

つ
ま
り
在
官
時
呼
称
同
士
で
俊
忠
、
成
通
が

「冷
泉
中
納
言
俊
忠
」、
「侍
従
大
納
言
」
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
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月
に
は
亡
く
な
っ
て
い
る
。

|
「
二
条
帥
」、
「中
納
言」

な
っ
た
の
は
保
安
三
年

(
-
―
二
二
）

と
に
な
る
。
こ
こ
は
、
両
者
と
も
没
年
時
呼
称
を
用
い
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
典
拠
は
確
認
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
巻
八
ー

二
0
話
に
は

「俊
忠
」
と
実
名
で
載
る
。
続
く
巻
八
ー
三
一

話
は

「
俊
忠
の
中
納
言」

と
し
て
載
る
。
編
者
が
、
当
世
の
風
流
人
で
和
歌
、
蹴

鞠
に
巧
み
な
人
物
で
あ
る
源
経
信

(
1
0
一
六

-
1
0九
七
）
、

そ
し
て
俊
忠
を
回
想
す
る
話
の
中
で
の
呼
称
。
典
拠
は
不
詳
。
経
信
は

「
経

信
大
納
言」

と
称
さ
れ
る
が
、
生
没
年
は
長
和
五
年

(
1
0
一
六
）
か
ら
承
徳
元
年

(
1
0九
七
）

そ
れ
ぞ
れ
の
没
年
時
呼
称
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
、
俊
忠
よ
り
も
五
八
年
年
長
で
あ
る
こ

と
、
最
終
官
位
が
大
納
言
正
二
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
在
官
時
呼
称
と
は
考
え
が
た
く
、
各
世
代
の
風
流
人
の
逸
話
を
語
る
も
の
で
、

こ
こ
ま
で
の
説
話
呼
称
を
見
て
い
く
と
、
ま
ず
長
実
の
呼
称
は
舞
台
年
時
が
明
ら
か
で
在
官
時
呼
称
と
し
て
対
応
し
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ

る
が
、
舞
台
年
時
不
詳
の
話
や
、
舞
台
年
時
は
明
ら
か
だ
が
在
官
時
呼
称
と
対
応
し
な
い
も
の
な
ど
が
み
ら
れ
、

あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。

「二
条
帥
長
実」
、
「二
条
の
帥
」
、
「
帥
中
納
言
長
実」

の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

説
話
に
お
け
る
長
実
を
呼
ぶ
通
称
と
な
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
は
長
実
を

「二
条
帥

長
実
」
、
「二
条
の
帥
」、
「帥
中
納
言
長
実」

と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
呼
称
は
、
権
中
納
言
兼
太
宰
権
帥
で
あ
っ
た
長
実
の
没
年
時
呼
称
で

そ
し
て
、
舞
台
年
時
不
詳
の
話
や
、
舞
台
年
時
は
明
ら
か
だ
が
在
官
時
呼
称
と
対
応
し
な
い
話
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
の
没
年
時
を
意
味
す
る
呼
称
が
、
当
時
の

対
す
る
俊
忠
は
、

『
無
名
抄
』
か
ら
八

0
年
前
の
私
家
集

『
散
木
奇
歌
集
』
で
は

「二
条
帥
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
長
明
の

『無
名
抄
』
執

筆
時
周
辺
の
説
話

『古
事
談
』
、
『
撰
集
抄
』
に
は
、

「俊
忠
卿
」
、
「俊
忠
の
中
納
言」
、
「冷
泉
中
納
言
俊
忠
」
と
あ
る
。
俊
忠
が
権
中
納
言
に

『散
木
奇
歌
集
』

―二
月

一
七
日
で
、
太
宰
権
帥
に
な
っ
た
の
は
同
年

―
二
月
ニ―

日
、
翌
保
安
四
年
(
-
―
二
三
）
七

つ
ま
り
最
終
官
職
は
権
中
納
言
兼
太
宰
権
帥
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、

そ
れ
以
降
の
和
歌
、
説
話

|
「
（
権
）
中
納
言
」

そ
れ
が
、
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門； 
長
実
呼
称

一
覧
に
し
た
も
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

と
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
俊
忠
死
没
直
後
の

『散
木
奇
歌
集
』
の
み
が
、

「二
条
帥
」
又
は
「
中
納
言」

と

一
定
し
て
い
っ
た
経
緯
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
う
い
っ
た
経
緯
を
考
え

れ
ば
、
長
明
の

『無
名
抄
』
に
お
け
る
俊
忠
呼
称
は
、

「（
権
）
中
納
言」

と
な
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
本
段
は
、
実
行
が
検
非
違
使

別
当
の
期
間
内
に
語
ら
れ
た
話
で
、
舞
台
年
時
規
定
が
可
能
で
あ
る
が
、

そ
の
期
間
内
に
お
い
て
俊
忠
は
ず
っ
と
没
年
時
の
官
職
と
同
じ
、
権

中
納
言
兼
太
宰
権
帥
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
呼
称
は

「二
条
帥
」
と
も

「（
権
）
中
納
言」

と
な

っ
て
も
理
屈
と
し
て
は
お
か
し
く
な
い

の
だ
が
、

『無
名
抄
』
と
同
時
代
の
和
歌
文
脈
は
皆
俊
忠
を

「中
納
言」

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
採
録
説
話
数
は
多
く
な
い
か
ら
断
定
は
で
き

な
い
が
、
説
話
文
脈
に
お
い
て
も

『撰
集
抄
』
に

「俊
忠
の
中
納
言
」、
「冷
泉
中
納
言
俊
忠
」
と
あ
る
。
さ
ら
に

『古
事
談
』
が
長
実
に
「
ニ

条
帥
」
の
呼
称
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
本
段
の

「二
条
の
帥
」
が
も
し
俊
忠
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

「（
権
）
中
納
言」

や

「（
権
）
中
納
言
俊
忠
」
と
い
う
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
の
説
話
呼
称
に
加
え
、

管
見
に
及
ぶ
歌
集
に
お
け
る
表
記
を
加
味
し
、

称
し
て
い
て
、
そ
れ
以
後
は
呼
称
が

（権
）
中
納
言
と
な
り
、
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『詞
花
和
歌
集
』（
藤
原
顕
輔
撰
）

一

仁
平
元
年
（

―
-
五
一
）
頃
成
立

一-
『
古
事
談
」
（
源
顕
兼
編
）

一

建
暦
二
年

(
―
ニ
―
二
）

か
ら

一

建
保
三
年

(
―
ニ
―

五
）
頃
成
立

-『
続
古
事
談
』
（
編
者
未
詳
）

＿

建
保
七
年
(
―
ニ
―

九
）
成
立

-『
撰
集
抄
』
（
編
者
未
詳
）

一

建
長
二
年

（
―
二
五

0)
頃
成
立

-『
十
訓
抄
」
（
編
者
未
詳
）

一

建

長

四
年

（
―
二
五
二
）

成
立

『続
後
撰
和
歌
集
』
（
藤
原
為
家
撰
）

建
長
三
年
（

―二
五

一）

成
立

『新
勅
撰
和
歌
集
』（
藤
原
定
家
撰
）

文
暦
二
年

(
-
三
二
五
）

成
立

『新
古
今
和
歌
集
」

（
後
鳥
羽
院
の
院
宣
）

建
仁
元
年
(
―

二
0
I

)

成
立

『千
載
和
歌
集
』
（
藤
原
俊
成
撰
）

文
治
四
年
（

―
-
八
八
）
成
立

『長
秋
詠
藻
」（
藤
原
俊
成
撰
）

治
承
二
年

(
-―

七
八
）
成
立

「
冷
泉
中
納
言
俊

忠
」、
「俊
忠
中
納

言」 「中
納
言
俊
忠
」

「故
中
納
言」

「権
中
納
言
俊
忠
」

「俊
忠

（卿
）」

「権
中
納
言
俊
忠
」

「権
中
納
言
俊
忠
」

「権
中
納
言
俊
忠
」

「帥
中
納
言
長
実
」、

「長
実
」

「二
条
帥
」

「二
条
帥
」
、
「
長

実
中
将
」
、
「因
幡

守
長
実
」

「贈
左
大
臣
」

「贈
左
大
臣
」

「贈
左
大
臣
」
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「続
後
拾
辿
和
歌
集
』

（藤
原
為
藤

・
為
定
撰
）

元
亨
三
年

(
-
三
二
三
）

成
立

-『
古
今
著
聞
集
』
（
橘
成
季
著
）

―

建
長
六
年

（―

二
五
四
）
成
立

『新
拾
迫
和
歌
集
」

i

（
藤
原
為
明
、
後
頓
阿
撰
）
一

貞
治
三
年

(
-
三
六
四
）
成
立

―

こ
の
表
よ
り
ま
ず
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
、
建
暦
元
年

(―

ニ
―
一

）
か
ら
建
保
四

年

(
―
ニ
―
六
）
頃
に
成
っ

た
と
さ
れ
る

『
無
名
抄
』
執

筆
時
期
前
後
の
、

『
古
事
談
』
、
『
続
古
事
談
』
に
お
い

て
長
実
を
「
二
条
の
帥
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
代
の
説
話
に
お
け
る
、

長
実
の
呼
称
は
、
長
明
も
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
舞
台
年
時
当
時
の
作
品
で
あ
る

『
散
木
奇
歌
集
』
の
俊
忠
を

「二
条
の
帥
」、
長
実
を

「大
弐
」
と
す
る
呼
称
に
つ
い
て
は
、
長
実
に
お
い
て
は
生
前
の
、
俊
忠
に
お
い
て
は
生
前
、
没
後
の
境
目
に
あ
た
る

『新
千
載
和
歌
集
」（
藤
原
為
定
撰
）

延
文
元
年

(
-
三
五
六
）
成
立

『続
千
載
和
歌
集
」
（
藤
原
為
世
撰
）

元
応
二
年

(
-
三
二

0
)
成
立

『玉
葉
和
歌
集
』
（
京
極
為
兼
撰
）

正
和
元
年
(
-
三
―
二
）
成
立

『新
後
撰
和
歌
集
」
（
二
条
為
世
撰
）

嘉
元
元
年
(
-
三

01
―-
）
成
立

『続
拾
迫
和
歌
集
』（
藤
原
為
氏
撰
）

弘
安
元
年

(
―
二
七
八
）
成
立

「権
中
納
言
俊
忠
」

「権
中
納
言
俊
忠
」

「権
中
納
言
俊
忠
」

「権
中
納
言
俊
忠
」

「贈
左
大
臣
長
実
」

「権
中
納
言
俊
忠
」

「権
中
納
言
俊
忠
」

「贈
左
大
臣
長
実
」

「帥
中
納
言
長
実
」、

「長
実
」
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呼
称
で
あ
っ
て
、
と
も
に
死
後
定
着
し
て
い
く
俊
忠
↓
「
（
権
）

中
納
言」
、
長
実
↓
「
二
条
帥
」
、
「帥
中
納
言」

と
い
う
両
者
の
呼
称
と
は
異

な
る
。
七

O
I
八
0
年
後
の

『
無
名
抄
』
執
筆
段
階
に
お
い
て
俊
忠
は

「中
納
言」

の
呼
称
で
定
着
し
て
お
り
、
本
話
舞
台
年
時
内
に
お
い
て

も
そ
の
「
中
納
言
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

『
無
名
抄
』
に
お
い
て
急
に
「
―

一条
の
帥
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
こ
そ
問
題
で
あ
ろ
う
。

ま
た
各
説
話
内
容
に
つ
い
て
は
、
精
読
を
要
す
る
た
め
詳
細
は
別
項
に
譲
る
が
、
同
時
代
説
話
群
に
お
け
る
長
実
像
の
影
響
と
い
う
も
の
も

考
慮
せ
ね
は
な
ら
ぬ
こ
と
と
思
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
長
実
が
自
邸
に
お
い
て
相
撲
人
に
私
的
な
取
り
組
み
を
行
わ
せ
、
出
家
に
い
た
る
事
態

に
発
展
さ
せ
白
河
法
皇
の
勘
気
を
蒙
る
話

（
『
古
事
談
』
巻
六
ー
七

一
、
『
十
訓
抄
』
上
巻
、
三
ノ

一
0
、
『
古
今
著
聞
集
』
第
一
五
）

や
、
白

河
院
に
謙
上
さ
れ
た
人
麿
影
供
を
謗
り
院
の
御
不
輿
を
買
い
、
半
年
間
蟄
居
す
る
話
(
『+
訓
抄
』
四
ノ
三）
、
ま
た
長
実
が
水
干
装
束
を
着
て

遊
女
に
見
せ
、
自
分
以
外
に
こ
の
格
好
が
よ
く
似
合
う
も
の
は
誰
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
肥
前
守
景
家
と
答
え
ら
れ
、
す
ぐ
に
水
干
装
束
を
脱

ぐ
話
（
『
古
事
談
』
巻
―

一ー
四
五
）
な
ど
、
描
か
れ
る
人
物
と
し
て
劣
り
様
な
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
長
実

の
人
物
像
と
、

『無
名
抄
』
本
話
に
お
い
て
、
歌
人
評
価
と
し
て
従
来
射
恒
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
貫
之
を
支
持
し
な
が
ら
敗
北
す
る
と
い
う

二
条
の
帥
の
人
物
像
と
の
関
係
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
長
実
と
同
時
代
の
藤
原
宗
忠
の
日
記
『
中
右
記
』
に
お
い
て
も
、
「
今
度
除
目
多

以
道
理
也
、
但
長
実
去
年
任
参
議
、
今
年
任
中
納
言
、
早
速
昇
進
也
、
非
才
智
、
非
英
華
、
非
年
労
、
非
戚
里
、
世
間
頗
有
傾
気
欺
、
但
自
本

大
幸
人
也
、
天
之
与
欺
、
若
是
故
白
河
院
奉
懸
御
骨
賞
敗
（
今
度
の
除
目
、
多
く
以
て
道
理
な
り
。
但
し
長
実
去
年
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
、
今
年

中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
、
早
速
昇
進
な
り
。
オ
智
に
あ
ら
ず
、
栄
華
に
あ
ら
ず
、
年
労
に
あ
ら
ず
、
戚
里
に
あ
ら
ず
と
、
世
間
頗
る
傾
気
あ
る
か
。

但
し
本
よ
り
大
幸
い
の
人
な
り
。
天
の
之
を
与
ふ
る
か
。
若
し
く
は
是
は
故
白
河
院
の
御
骨
を
懸
け
奉
る
の
賞
か
。）」

と
、
オ
智
、
栄
華
、
年

労
、
戚
里
な
ど
の
無
い
人
物
で
あ
り
な
か
ら
昇
進
が
速
い
こ
と
に
対
し
て
周
囲
は
不
審
に
感
じ
て
い
る
と
評
し
て
い
る
。
『
中
右
記
』
の
大
治

元
年
（

―
-
三

0
)
当
時
、
宗
忠
は
正
二
位
、
権
大
納
言
兼
中
宮
大
夫
で
六
九
歳
、
長
実
は
記
事
に
あ
る
よ
う
に
そ
の
年

一
0
月
五
日
に
権
中

納
言
、
ま
た

『公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
そ
の
年
中
に
正
三
位
と
な
っ
て
い
た
と
あ
り
、
五
六
歳
で
、
年
長
者
で
あ
り
、
太
政
官
の
上
司
で
も
あ
っ
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こ
ま
、

•
• 

,.
 

大
弐
長
実
の
白
河
の
宿
所
に
て
よ
め
る

四

想
像
す
る
こ
と
も
で
き
、
興
味
深
い
。

た
宗
忠
の
長
実
へ
の
見
解
で
あ
る
。
長
実
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
見
解
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
長
実
は
歌
集
と
説
話
集
で
呼
称
に
顕
著
な
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
長
実
は
娘
美
福
門
院
得
子
が
鳥
羽
天
皇
の
皇
后
と
な

り
近
衛
天
皇
を
生
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
死
後
の
久
安
二
年

(
-―

四
六
）
に
左
大
臣
を
追
贈
さ
れ
て
い
る
（
『
台
記
』
久
安
二
年
一

0
月
四

日
条
）
が、

そ
の
呼
称
が
説
話
集
に
お
い
て
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
歌
集
で
は
長
実
を
久
安
二
年
（

―
-
四
六
）
左
大
臣
追
贈
以
後
は
、
す

ペ
て

「左
大
臣
」
と
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
説
話
集
で
は
す
べ
て
追
贈
以
前
の
「
帥
中
納
言
」
、
「
二
条
帥
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
今
後
一
層
の
検
討
が
必
要
と
な
る
が
、

と
も
あ
れ
、
後
世
歌
論
書
と
も
称
さ
れ
る
長
明

『
無
名
抄
』
が
、
呼
称
面
に
お
い
て
は
歌
集
よ
り
も
説
話
集
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
和
歌
よ
り
も
説
話
を
、
と
い
う
長
明
の
意
識
を

こ
こ
ま
で
、

『無
名
抄
』

「
貫
之
射
恒
勝
劣
」
の
二
条
の
帥
に
つ
い
て
、
俊
忠
長
実
両
者
の
呼
称
の
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
結
果

『無
名
抄
』

本
段
の
「
二
条
の
帥
」
は
、
近
年
諸
注
で
検
討
さ
れ
て
い
た
俊
忠
で
は
な
く
長
実
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
に
至
っ
た
。
『
散
木
奇
歌
集
』

大
弐
長
実
の
白
河
の
と
の
ゐ
所
に
て
歌
合
せ
ら
れ
け
る
に
、
な
で
し
こ
に
い
は
ゐ
の
心
を
よ
せ
て
よ
め
る

君
が
代
の
た
め
し
に
ひ
か
ん
か
す
が
野
は
い
し
の
た
け
に
も
花
さ
き
に
け
り
（
七
一
四

・
俊
頼
）

と
、
長
実
が
院
の
退
位
後
の
御
所
白
河
の
宿
直
所
に
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、

来
て
も
ま
た
返
る
あ
し
た
の
か
な
し
さ
に
来
ぬ
を
う
し
と
も
思
は
ざ
り
け
り

(
1
0九
九

・
俊
頼
）
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あ
さ
ま
し
や
な
み
し
は
の
ヽ
に
た
つ
し
か
の
つ
め
の
わ
れ
の
み
ぬ
る
る
袖
か
な
(
―

ニ―

六

・
俊
頼
）

と
あ
る

「大
弐
長
実
の
白
河
の
宿
所
」
、
「
大
弐
長
実
の
白
河
家
」
と
い
う
の
は

「白
河
の
と
の
ゐ
所
」
と
同
意
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
白
河

に
有
し
て
い
る
長
実
の
別
邸
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
実
が
白
河
に
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
の
は
、
院
の
近
臣
で
あ
っ
た

―
二
二
、

一
三
九
、
三

0
四
、
七
五

一
、

二
番
歌
と
、
俊
頼
が
白
河
の
長
実
の
も
と
に
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
両
者
の
浅
か
ら
ぬ
交
流
も
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、

「貫
之
射
恒

勝
劣
」
に
お
い
て
議
論
を
交
わ
す
実
行
は
、
顕
季
の
三
女
を
妻
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
父
顕
季
は
長
実
の
父
で
も
あ
り
、
顕
季
三
女
は
長
実
の

兄
妹
に
あ
た
り
、
両
者
は
縁
戚
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
歌
合
の
場
に
お
い
て
も
「
元
永
元
年
五
月
右
近
衛
中
将
雅
定
歌
合
」
は
長
実
、
実

行
両
者
が
共
に
出
詠
、

「元
永
元
年
六
月
廿
九
日
右
兵
衛
督
実
行
歌
合
」
に
は
実
行
が
主
催
者
、
長
実
は
出
詠
が
確
認
さ
れ
、
歌
を
介
し
た
接

点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
永
久
四
年
六
月
四

H
参
議
実
行
歌
合
」
、

日
右
兵
衛
督
実
行
歌
合
」
の
実
行
主
催
の

二
歌
合
は
、
判
者
が
実
行
舅
の
顕
季
で
あ
り
、
顕
季
一
家
と
そ
の
縁
に
繋
が
る
人
々
に
よ
っ
て
構
成

(14
)
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
萩
谷
朴
氏
は
想
定
さ
れ
て
お
り
、
両
者
接
触
の
可
能
性
は
な
お
も
高
ま
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
長
実
が
白
河
の
宿
所
に
て
実
行
と
歌
論
議
を
交
わ
し
、

そ
の
判
断
を
院
に
、

1
0七
五
、

1
0九
九
、

そ
し
て
前
記
の

「
元
永
元
年
六
月
廿
九

そ
し
て
交
流
の
あ
っ
た
俊
頼
に
委
ね
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
実
行
の
支
持
し
た
射
恒
が
評
価
さ
れ
、
貫
之
を
支
持
し
た
長
実
が
敗
北
す
る
俊
恵
の
回
想
靡
は
、
気
心
の
知
れ
た
仲
間

・
『無
名
抄
』
の
本
文
引
用
は
、
大
曾
根
章
介

・
久
保
田
淳
編

『鴨
長
明
全
集
」
（
貴
重
本
刊
行
会
平
成
十
二
年
五
月
）
に
拠
っ
た
。
『
帥
中
納
言
俊
忠
卿
集
』
、

『散
木
奇
歌
集
』
の
引
用
は
、
『
私
家
集
大
成
第
2
巻

中

古
II
』
（
明
治
書
院
昭
和
五

0
五
月
）
所
収
「
俊
忠
II
」、
「俊
頼
ー
」
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。

内
で
の
や
り
と
り
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

J

と
が
関
係
し
て
い
よ
う
。
同
集
に
は
そ
の
他

一
四、

―
一
六
、

一
四
〇

大
弐
長
実
の
白
河
家
に
て
恋
の
心
を
よ
め
る
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〔註〕
(l
)

昭
和
三
一

年
九
月
、
風
間
書
房
。

(
2
)

昭
和
三
六
年
九
月
、

岩
波
書
店
。

(
3
)

昭
和
四
五
年
八
月
、
朝
日
新
聞
社
。

(
4
)

昭
和
五
五
年
五
月
、

加
藤
中
道
館
。

(5
)

昭
和
六
―

一年

一
月
、
双
文
社
出
版
。

(6
)

平
成

一
八
年

一
0
月、

三
弥
井
書
店
。

(7
)

『
新
訂

官

職
要
解
』
講
談
社
昭
和
五
八
年

―一

月
。
一

六
0
、
一
六

一
頁。

(8
)

①

『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
明
治
書
院

昭

和

三
七
年

―一

月
。
七
九
四
頁
、
久
曾
神
昇
氏
執
筆
「
俊
忠
卿
集
」
。
②

『
私
家
集
大
成

古

II
』
和
歌
史
研
究
会
編
明
治
書
院

昭

和

五

0
五
月
。
八
ニ―

頁
、
橋
本
不
美
男
氏
執
筆

「
俊
忠
解
題
」
。
③
『
和
歌
大
辞
典
』

昭
和
六
一
年
三
月
。
七
三
六
頁
、
上
野
理
氏
執
筆

「
俊
忠
卿
集
」
等。

(
9
)

こ
の
詞
書
を
持
つ
歌
群
は
、
俊
忠
自
撰
と
さ
れ
る
書
陵
部
蔵

『
中
納
言
俊
忠
卿
集
』
に
は
見
ら
れ
ず
、
流
布
本
系
統
本
文
に
見
ら
れ
る
。
『
私
家
集

大
成
第
2
巻

中

古

II
」
翻
刻
本
文
で
は

「俊
忠
ー
」
ニ
ニ
ー
三
一

番
歌
。

(10
)

『
散
木
奇
歌
集
』
当
該
歌
は
、
『
私
家
集
大
成
』
の
底
本
書
陵
部
蔵

（五

0
1
・
七
二
三
）
と
同
系
等
の
阿
波
文
庫
蔵
本
（
関
根
慶
子
・
大
井
洋
子

「
阿

波

本

散

木
奇

歌

集

本

文
校
異
篇
本
文
・
校
異
と
集
注

』
風
間
書
房

昭
和
五
四
年
七
月
）、
ま
た
底
本
と
は
異
質
な
本
文
の
性
質
を

有
す
る
と
さ
れ
る
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
文

（財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編

『
冷
泉
家
時
雨
亭

叢

書

第

二
十
四
巻
散
木
奇
歌
集
』
朝

H
新

聞
社
平
成
五
年
四
月
）
に
も
主
だ

っ
た
異
同
は
確
認
さ
れ
な
い
。

第
2
巻

中

明
治
書
院

説
話
作
品
の
本
文
引
用
は
、

『古
事
談
』
、
『続
古
事
談
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
川
端
善
明
校
注
岩
波
書
店

平

成

一
七
年
―

一
月
）
に
、

『
撰
集
抄
』

は
撰
集
抄
研
究
会
編

『撰
集
抄
全
注
釈
（
上

・
下）
」
（笠
間
書
院
平
成
一
五
年
三
月
）
に
、

『十
訓
抄
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
浅
見
和
彦
校
注
・

訳

小
学
館
平
成
九
年

―
二
月
）
に

、

『
古
今
著
聞
集
』
は
日
本
古
典
文
学
大
系

（
永
梢
安
明
•
島
田
勇
雄
校
注
岩
波
書
店

昭
和
四

一
年
三
月
）
に

そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。
古
記
録
の
本
文
引
用
は
、

『中
右
記
』
は

『
増
補
史
料
大
成
』（
増
補

「史
料
大
成
」
刊
行
会

臨
川
書
店
）
に
、
『
殿
暦
』
は

「
大
日

本
古
記
録
』
（
東
京
大
学
史
料
編
鉦
所
編

岩
波
書
店
）
の
各
巻
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。
ま
た
表
記
は
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
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(11
)
 

(12) 

(13) 

(14) 
注

(8
)
①
の
書
、
四
四

一
頁
。

注

(8
)
③
の
書
、
四
二
三
頁
。

呼
称
に
つ
い
て
は
、

『
日
本
説
話
文
学
索
引
』
に
検
出
さ
れ
て
い
る
話
を
対
象
と
し
た
。

『
平
安
朝
歌
合
大
成
増
補
新
訂
第
三
巻
』
萩
谷
朴

同

朋

舎
出
版
平
成
八
年
二
月
。
両
歌
合

「史
的
評
価
」
記
載
。

【付
記
】
本
稿
は
、
平
成
ニ―

年
度
二
松
學
舎
大
学
大
学
院
授
業
科
目

「中
世
文
学
演
習
①
」
に
お
け
る
学
習
成
果
で
あ
る
。
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
磯
水
絵
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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